
 

WaaS 共創コンソーシアム規約 
 

２０２３年４⽉１⽇制定 
 

第１章 総則 
 
（名称） 
第１条 本コンソーシアムは、「WaaS 共創コンソーシアム」と称する。（英⽂名： 
WaaS Co-creation Consortium、略称：WCC、以下、「本コンソーシアム」という） 
 
第２章 ⽬的及び事業 
 
（⽬的） 
第２条 “Well-being as a Service”（以下、WaaS®という。）を実現する発展版オープンイノベ
ーション・プラットフォームを形成し、当該プラットフォームにおける移動×空間価値を再
定義する取り組みを通じて、WaaS®の社会実装に向けた取り組みを推進することを⽬的と
する。 
 
（事業） 
第３条 本コンソーシアムは、前条の⽬的を達成するために、以下の事業を⾏うものとする。 
（１） 移動×空間価値のイノベーションに向けた情報の収集・発信 
（２） 移動×空間価値に関する社会ニーズの集約 
（３） 移動×空間価値に資する技術シーズの集約 
（４） 移動×空間価値のイノベーションを推進する為の実証実験の実施 
（５） 移動×空間価値のイノベーションを推進する為の検証⽤アプリ等の開発 
（６） その他、本コンソーシアムの⽬的を達成するために必要な事業 
 
第３章 ステアリングコミッティメンバー 
 
（種類、定数及び選出） 
第４条 本コンソーシアムは、ステアリングコミッティ委員⻑１名、ステアリングコミッテ
ィ委員 6 名程度、及び事務局⻑を置く。 
２ ステアリングコミッティ委員⻑は、東⽇本旅客鉄道株式会社（以下、「JR 東⽇本」とい 
う。）が選任する。 
３ ステアリングコミッティ委員は、ステアリングコミッティ委員⻑が選任する。 
４ 事務局⻑は JR 東⽇本が選任する。 



 

 
（職務） 
第５条 ステアリングコミッティ委員⻑は、本コンソーシアムを代表し、業務を統轄する。 
２ ステアリングコミッティ委員は、ステアリングコミッティの構成員として、本コンソー
シアムの運営に関する重要事項について審議する。 
３ 事務局⻑は、事務局を統轄するとともに、ステアリングコミッティの構成員となり、必
要に応じてステアリングコミッティ委員⻑の職務を代⾏する。 
 
（任期） 
第６条 ステアリングコミッティ委員⻑及びステアリングコミッティ委員の任期は、１年と 
し、再任を妨げない。ただし、任期満了後、新たに委員⻑及び委員が選任されるまでは引き 
続きその職務を⾏う。 
２ ステアリングコミッティ委員⻑及びステアリングコミッティ委員に辞任すべき事由が
⽣じた場合は、ステアリングコミッティ委員⻑は事務局⻑に、ステアリングコミッティ委員
はステアリングコミッティ委員⻑に、それぞれ届け出るものとし、その⽇付をもって本コン
ソーシアムの役職を辞任したものとする。 
 
（後任） 
第７条 前条第２項に基づきステアリングコミッティ委員が辞任した場合、当該委員の本コ
ンソーシアムにおける役職を継承させるため、当該企業⼜は団体に属する者を当該委員の
後任者とすることを基本とする。なお、当該後任者がステアリングコミッティ委員に選任さ
れた場合の任期は、辞任した前任委員の残任期間とする。 
 
第４章 会員 
 
（対象） 
第８条 本コンソーシアムの会員は、第 2 条に賛同し、移動×空間価値の向上をめざし、実
証活動等を通じて、Well-being な社会の実現に向けて推進する意思のある企業、団体等と
し、原則個⼈を対象としない。 
ただし、ステアリングコミッティ委員⻑及びステアリングコミッティ委員はその性質上こ
の限りではないものとする。 
 
（種別） 
第９条 会員は、企業会員、学術会員、公的会員及び個⼈会員で構成される。 
２ 企業会員とは、会員のうち、国内外の企業として参加している会員をいう。 
３ 学術会員とは、会員のうち、⼤学、研究機関等として参加している会員をいう。 



 

４ 公的会員とは、会員のうち、⾏政、地⽅⾃治体として参加している会員をいう。 
５ 個⼈会員とは、ステアリングコミッティ委員⻑及びステアリングコミッティ委員に選任
された個⼈をいう。 
６ 会員は、運営会員と⼀般会員に種別化されるものとする。運営会員とは個⼈会員及び実
証活動に参加する会員をいう。 
７ 運営会員は、会員のうち実証活動の構成員として参加する会員をいう。尚、運営会員は、
国内外における各種の事業実績等を踏まえてステアリングコミッティで承認される。運営
会員は本コンソーシアムから情報及び資料の提供等の便益を受けることができる。 
８ ⼀般会員は、会員のうち運営会員を除く会員を指し、ステアリングコミッティが定めた
勉強会、会議等への参加を通して本コンソーシアムから情報及び資料の提供などの便益を
受けることができる。 
９ 会員は、本コンソーシアムの事業活動について、ステアリングコミッティに対して要望
を提案することができる。 
 
（会員の義務） 
第 10 条 会員は本規約及びステアリングコミッティの決議事項を遵守しなければならな
い。 
 
（⼊会及び会員資格） 
第 11 条 ⼊会を希望するものは、⼊会申込書を委員⻑に提出する若しくは本コンソーシア
ムのホームページから申し込む⽅法で、⼊会申込みを⾏うこととする。 
２ 会員の⼊会はステアリングコミッティの議決をもって承認される。但し、⼊会申込み後、 
ステアリングコミッティによる承認までの間は、事務局⻑の承認により「仮会員」としてス 
テアリングコミッティが別途定めた会議等に出席・傍聴することができる。 
３ 会員資格は事業年度毎に⾃動更新される。 
 
（退会・除名） 
第 12 条 退会を希望する会員は、退会申請書を委員⻑に提出することで退会することがで
きる。 
２ 会員が会費を納⼊せず、督促後なお会費を納⼊しない場合は、当該前年度末をもって退
会したものとみなす。 
３ 加⼊する企業、団体等が解散した場合⼜は個⼈会員が死亡もしくはステアリングコミッ
ティ委員⻑若しくはステアリングコミッティ委員を辞任した場合は、当該⽇をもって退会
したものとする。 
４ 本規約を遵守しないとき⼜は本コンソーシアムの名誉を棄損する⾏為があったとき若
しくは次の各号に該当すると認められるときは、当該会員を退会させることができる。 



 

（１） 会員が、暴⼒団（暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成３年法律第
７７号)第２条第２号に規定する暴⼒団をいう。以下同じ）であるとき⼜は会員の役員及 
び従業員等が暴⼒団員（同法第２条第６号に規定する暴⼒団員、以下同じ）であるとき 
（２） 会員並びに会員の役員及び従業員等が、⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を
図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって暴⼒団⼜は暴⼒団員を利⽤するなどして
いるとき。 
（３） 会員並びに会員の役員及び従業員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して、資⾦等を供
給し、⼜は便宜を供与するなど直接的あるいは間接的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若 
しくは関与しているとき。 
（４） 会員並びに会員の役員及び従業員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員であることを知りなが
らこれと社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき。 
５ その他、ステアリングコミッティが会員として不適格と認めた場合は、会員はその⽇を
もって退会したものとする。 
 
第５章 組織 
 
（総会） 
第 13 条 総会はステアリングコミッティ委員⻑が招集し、その議⻑となる。 
２ 総会は原則として年 1 回開催し、事業計画及び事業報告などについて報告を⾏う。 
 
（ステアリングコミッティ） 
第 14 条 ステアリングコミッティは、ステアリングコミッティ委員⻑、ステアリングコミ
ッティ委員及び事務局⻑をもって構成される。 
２ ステアリングコミッティは、四半期に⼀度程度、ステアリングコミッティ委員⻑⼜は事
務局⻑が招集し、ステアリングコミッティ委員⻑⼜は事務局⻑がその議⻑となる。 
３ ステアリングコミッティは、本コンソーシアムの事業計画、事業報告、ワーキンググル
ープの設置・解散、会員からの提案等、運営に関する重要な事項を審議決定する。 
４ ステアリングコミッティは、ステアリングコミッティの全構成員の過半数の出席をもっ
て成⽴する。その際、代理出席⼜は委任状による出席を妨げない。 
５ 委員⻑⼜は事務局⻑の発意により、書⾯または電⼦メールによるステアリングコミッテ
ィを開催することができる。この場合、ステアリングコミッティの構成員からの回答をもっ
て出席とみなし、全構成員からの回答をもって、書⾯または電⼦メールによるステアリング
コミッティは成⽴するものとする。書⾯または電⼦メールによるステアリングコミッティ
においても、通常のステアリングコミッティ同様、議決を取ることができる。 
６ ステアリングコミッティの議決は出席者の過半数をもって決定するものとし、可否同数
のときは、委員⻑の決するところとする。 



 

 
（ワーキンググループ） 
第 15 条 本コンソーシアムは、必要に応じてワーキンググループを設置及び廃⽌すること
ができる。ワーキンググループはステアリングコミッティの決定によって設置及び廃⽌さ
れる。 
２ ワーキンググループは、それらの⽬的に対して意欲ある運営会員から構成される。 
３ 各ワーキンググループに所属する会員の資格及びその承認はステアリングコミッティ
で決定する。 
４ ワーキンググループは原則１年を期間として活動し、ステアリングコミッティの承認を
もって期間を延⻑できるものとする。 
５ 各ワーキンググループは必要によりステアリングコミッティの承認をもってワーキン
ググループ毎に規約を定めることができることとする。 
６ ワーキンググループにおいて別途秘密保持契約等を締結した場合は、本規約より当該秘
密保持契約等が優先する。 
 
 
（実証活動） 
第 16 条 必要に応じ、ステアリングコミッティの承認により、実証活動を設置及び廃⽌す
ることができる。 
２ 実証活動は、事務局の管理のもと、実証や調査、提⾔を⾏う。 
３ 実証活動では、実証活動参加会員からの提案があり、事務局によって参加必要性が認め
られれば、WaaS 共創コンソーシアムの会員でない企業・団体等であっても、その会員の管
理のもと、実証活動に参加できるものとする。ただし、コンソーシアムの会員でない企業・
団体等が参加できるのは、その参加が認められた実証活動のみとし、当該実証活動以外の総
会、ステアリングコミッティ、勉強会等の各種会議には原則参加できないものとする。⾮会
員に対しては、会員との NDA 等の締結を通じて本規約第 10 条を準⽤させることとする。 
４ 実証活動において別途秘密保持契約等を締結した場合は、本規約より当該秘密保持契約
等が優先する。 
 
 
（テーマ勉強会） 
第１７条 本コンソーシアムは四半期に⼀度程度、本コンソーシアムの理念を実現するため
に必要と考えられる技術等を対象にテーマ勉強会を開催する。 
２ テーマ勉強会は本コンソーシアムの事務局が運営を⾏う。 
３ テーマ勉強会は当該テーマに関⼼のある会員が参加することができるが、会場の都合上
参加者制限を設けることがある。 



 

 
（事務局） 
第１８条 事務局は、ＪＲ東⽇本が選任する事務局⻑と数名の事務局員により構成され、本
規約に則って、本コンソーシアムの業務を遂⾏するものとする。 
２ 事務局運営に関する必要な事項はステアリングコミッティの決議にて決定する。 
３ 第１項によらず、本コンソーシアムは第１５条に規定するワーキンググループ毎にも専
属の事務局を設ける。 
４ 第１項に規定する事務局と、前項に規定する事務局は相互に連携をとり、ステアリング
コミッティ及び総会の運営を推進する。 
 
（情報の伝達・個⼈情報の保護） 
第１９条 本コンソーシアムは各種伝達⼿段により、会員へ本コンソーシアムの活動状況を
伝達する。 
２ 本コンソーシアムは、業務上知り得た個⼈情報の保護に万全を期するものとする。 
 
第 6 章 秘密保持 
 
（秘密保持） 
第 20 条 会員は、本コンソーシアムにおける活動の過程で知り得たステアリングコミッテ
ィ、他の会員⼜は本コンソーシアムに関連する情報（以下「秘密情報」という。）について
厳に機密として取り扱い、ステアリングコミッティの書⾯による事前の同意が無い限り、第
２条に定める⽬的以外及び第３条に定める本コンソーシアムの事業以外に利⽤し、⼜は第
三者に開⽰、漏洩してはならない。  
 
２  次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報とはならないものとする。  
(1)  知得の時点で公知のもの  
(2)  知得の後に、秘密情報を受領した会員の責めに帰せざる事由により公知となったもの 
(3)  知得の時点で秘密情報を受領した会員が既に保有していたもの 
(4)  秘密情報によらず秘密情報を受領した会員が独⾃に開発したもの 
(5)  第三者から秘密保持義務を負うことなく秘密情報を受領した会員が適法に⼊⼿したも
の 
(6)  第 17 条に定めるテーマ勉強会の情報 
 
３  第１項の定めにかかわらず、秘密情報を受領した会員は、法令、規則⼜は裁判所、⾏政
機関、⾦融商品取引所その他の公的機関若しくは⾦融商品取引業協会の命令等により開⽰
が必要とされた情報については、可能な限りステアリングコミッティに事前に通知した上



 

で、開⽰が必要とされた範囲において当該秘密情報を開⽰することができる。但し、緊急⼜
はやむを得ない場合については、事後速やかにステアリングコミッティに通知するものと
する。 
 
４  本コンソーシアムが解散した場合、会員が本コンソーシアムを退会した場合、⼜は秘密
情報を開⽰した者から請求があった場合、秘密情報を受領した会員は、速やかに秘密情報を
返却⼜は⾃⼰の責任で消去若しくは廃棄するものとする。但し、法令⼜は監督官庁その他の
公的機関の規則、命令、ガイドライン等により本コンソーシアムに関する記録を保存するこ
とが求められている場合には、本規約に定める守秘義務を負うことを条件として秘密情報
を保持することができるものとする。 
 
５  会員は、本コンソーシアムの活動に関連して、個⼈情報の保護に関する法律（以下「個
⼈情報保護法」といいます）に定める個⼈情報に該当する情報（以下「個⼈情報」といいま
す）を取り扱う場合は、個⼈情報保護法及びこれに関連する命令、規則、ガイドライン等並
びに本規約の定めを遵守し、第三者への開⽰若しくは漏洩、盗⽤、改ざん、⼜は本コンソー
シアムの⽬的以外の⽬的での利⽤をしてはならないものとする。 
 
 
 
第７章 運営 
 
（運営年度） 
第２１ 条 本コンソーシアムの運営年度は４⽉１⽇から翌年３⽉３１⽇までとする。 
 
（会費） 
第２２条 会員は毎年度本コンソーシアムが別途定める額を納⼊する。 
２ 会員は、当該運営年度の会員種別に応じた会費を納⼊しなければならない。 
３ 会費の⽉割り計算は⾏わず、既に納⼊した会費は返還しない。 
４ 会費の請求・管理など会費に係る事務については、事務局が⾏うこととする。 
 
（運営計画） 
第２３条 本コンソーシアムの運営計画は、毎運営年度開始の⽇から４カ⽉以内にステアリ
ングコミッティの承認を受けなければならない。 
２ 第１項の規定によるステアリングコミッティの承認を得た運営計画を変更する場合は、
ステアリングコミッティで決議する。 
 



 

（活動報告） 
第２４条 本コンソーシアム及び会員が外部に本コンソーシアムの活動を報告する場合は、
ステアリングコミッティの承認を受けなければならない。 
 
 
第８章 その他 
 
（規約の改正） 
第２５条 本規約は、ステアリングコミッティの決議により改正することができる。 
 
（解散） 
第２６条 本コンソーシアムはステアリングコミッティの決議により解散することができ
る。 
２ 解散した場合、残余財産はステアリングコミッティの決議に従い処分する。 
 
（実施細則) 
第２７条 本規約の実施に際して必要な事項は、ステアリングコミッティの議決を経てステ
アリングコミッティ委員⻑が別に定める。 
 
附則 
１ 本規約は、本コンソーシアム設⽴の⽇（２０２３年４⽉ 1 ⽇）から施⾏する。 
 
  



 

（別表） 
WaaS 共創コンソーシアム年会費⼀覧 

 
原則として会費を下表のとおりとさせていただきます。 

会員種別 組織区分 年会費（税抜） 
運営会員 企業会員 400,000 円 

学術会員 無料 
⼀般会員 企業会員 100,000 円 

学術会員 無料 
※個⼈会員は除きます。 


